
１．労災診療費請求書、労災薬剤費請求書、アフターケア委託費請求書及び二次健康

  診断等給付請求書の提出先
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岩田橋

  国道２３号線 至 四日市

三菱東京UFJ銀行

２．労災保険・労災医療関係の相談先について

至 松阪

三重会館・津中央郵便局

岩

田

川

津市役所
ＮＨＫ

検察庁

公園
裁判所

診療費請求書等の提出先等について

至津I.C

津新町駅 近鉄線

至 津

：（１）名 称 三重労働局 労働基準部 労災補償課分室

（２）所 在 地 ： 〒514-0033 津市丸之内26-8 津合同庁舎４階

（３）電 話 番 号 ： ０５９－２１３－５５１１

ＦＡＸ番号

JR紀勢線

： ０５９－２２９－１１２２

（４）周 辺 地 図 ：

至 中川

至 阿漕

三重労働局労働基準部労災補償課   ０５９－２２６－２１０９

（２）労災医療関係について

三重労働局労働基準部労災補償課分室 ０５９－２１３－５５１１

労災補償課分室

津合同庁舎4階

（１）労災保険全般について


